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盧
溝
橋
事
件
７４
周
年
の
街
頭
宣
伝 

７
月
７
日
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
七

夕
。
天
満
屋
ア
リ
ス
の
広
場
前
で
、

９
人
が
チ
ラ
シ
２
０
０
枚
を
配
り
、
マ

イ
ク
で
市
民
に
呼
び
か
け
ま
し
た
。

稲
葉
理
事
、
井
上
監
査
、
河
井
理

事
、
小
林
事
務
局
長
、
竹
内
理
事

長
、
林
市
議
会
議
員
、
原
監
査
、
山

根
帰
国
者
夫
妻
で
し
た
。 

盧
溝
橋
、
一
発
の
銃
声
は
停
戦

協
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
海
か
ら

南
京
へ
と
中
国
全
土
に
侵
略
の
全
面

戦
争
へ
拡
大
し
、
そ
の
主
力
は
海
軍

で
し
た
。
日
本
は
、
長
江
に
浮
か
ぶ

ア
メ
リ
カ
の
砲
艦
を
撃
沈
し
、
マ
レ
ー

半
島
や
真
珠
湾
攻
撃
よ
り
早
く
、

対
米
英
戦
争
そ
し
て
第
二
次
世
界

大
戦
の
推
進
者
と
な
り
ま
し
た
。 

 盧
溝
橋
事
件
の
ビ
ラ
を
配
っ
て 

昭
和
１
２
年
７
月
７
日
、
私
が
小
学

校
５
年
生
の
時
、
今
か
ら
７
４
年
前

の
こ
と
で
し
た
。
日
本
軍
と
中
国
軍

の
衝
突
し
た
事
件
に
は
じ
ま
り
、

延
々
と
中
国
を
侵
略
し
銃
後
で
は

生
活
が
様
変
わ
り
し
、
「
お
母
さ

ん
、
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で
は
」

と
店
先
か
ら
品
物
が
消
え
て
し
ま
い

日
中
友
好
協
会
岡
山
支
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 
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ま
し
た
。 

戦
死
な
さ
っ
た
遺
骨
の
出
迎

え
で
駅
に
出
向
き
ま
し
た
し
、

出
征
軍
人
の
お
家
へ
の
勤
労

奉
仕
に
行
き
学
校
で
の
授
業

も
カ
ッ
ト
さ
れ
ま
し
た
。 

中
国
、
日
本
共
に
多
く
の
尊

い
命
が
失
わ
れ
た
の
で
す
。
再

び
戦
争
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。 

日
中
友
好
協
会
会
員
は
皆
歩

き
回
っ
て
通
行
人
の
人
達
に

ビ
ラ
を
配
っ
て
一
人
で
も
多

く
の
方
に
理
解
し
て
頂
く
よ

う
頑
張
り
ま
し
た
。 

不
再
戦
の
誓
い
を
新
た
に
日

中
友
好
を
す
す
め
た
い
も
の

で
す
。 

井
上
愛
子 

日
中
友
好
協
会
岡
山
支
部

は
７
月
１３
日
、
総
会
後
初

め
て
の
理
事
会
を
開
き
ま

し
た
。 

第
１
回
理
事
会
で
確
認
さ
れ
た 

各
理
事
の
役
割
分
担
は
次
の
通 

り
で
す
。 

青
木
（
太
極
拳)

 

稲
葉(

母
連
、
不
再
戦
平
和) 

宇
野(

支
部
長
、
文
化
講
座) 

貝
吹(

料
理
教
室
、
女
性
サ
ロ
ン) 

河
井(

レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
、
旅
行) 

小
林(

事
務
局
長
、
帰
国
者
支
援) 

真
田(

副
理
事
長
、
中
国
語
講
座
、 

９
条
の
会)

 

竹
内
和(

理
事
長
、
不
再
戦
平
和
、

組
織
、
会
計)

 

竹
内
袈(

機
関
紙
編
集
長
，
料
理) 

谷
口(

青
年
、
事
務
局) 

西
森(

帰
国
者
支
援
、
料
理
教
室) 

総
会
方
針
に
基
づ
い
て
、
み
ん
な

で
、
協
力
し
て
頑
張
り
ま
す
。 

み
な
き
ま
の
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く 

お
願
い
し
ま
す
。 

 

東
日
本
大
震
災
支
援
募
金 

第
４
回 

６
月
３０
日 

１
５
，
１
２
２ 

合
計 

８
９
．
９
５
９ 

訃報 

日中友好協会岡山支部顧問 嘉松喜佐夫さん 

３０年近くにわたり岡山支部の支部長として活躍され、岡山

弁護士会会長でもありました。長く入院療養中のところ、７月５

日永遠のお別れをすることになりました。享年８０歳でした。つ

つしんでご冥福を祈ります。 

岡山支部は感謝式（無宗教の告別式）に果物篭をお供えし、

長年のご苦労に思いをいたしました。合同法律事務所をはじ

め、たくさんの団体のみなさんとお見送りをいたしました。 

竹内和夫 

 

1992.4.26 正面中央が嘉松支部長 

日中友好協会 岡山支部１９９２年度支部総会〈海華楼） 

 

労釣りの嘉松さん 

今から２０数年前、塩飽諸島の本島で一泊研修旅行の際、

せっかくだから本島の港で同行の小椋氏と釣りをしていると、

嘉松さんが「君らも釣りをするのか、なら労釣りに入りなさい。」

といわれて入りました。当時の労釣り（勤労者釣りの会）の会

長が嘉松さんでした。 

労釣りの例会には何回かご一緒させていただきました。会

長の釣果は我々と同じくらいでした。 

今頃は天国の浜で釣りを楽しんでおられるでしょう。 

岡山労釣会員 河井伸士 

中国には行ってみたいところがたくさんありま

す。電車に乗って中国の田舎にも行ってみたい

し、中国のスケールの大きさも感じてみたい。言

葉がわかれば何倍も楽しいだろうと思い申国語の

勉強を始めました。 

中国語講座の入門クラスに通い始めて 9 力月

が経ちました。ニュースを見ていて知っている単

語が出てくるだけで嬉しくなります。交流会などで

旅行に行った方からいろいろな話を聞いたり写真

を見せていただいたりして自分も行った気になっ

て楽しんでいます。中国で買い物のときに値段交

渉を成功させる、それが今の最大の目標です。 

これからも頑張って勉強していこうと思います。 

中国語講座受講生 笠井紀子 

新しいお仲間紹介 
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そ
の
後
、
バ
ス
に
乗
り
換
え
、
タ
ロ

コ
峡
谷
へ
向
か
う
。
あ
い
に
く
前
日
の

大
雨
で
谷
川
の
水
は
茶
色
に
濁
っ
て

い
た
が
、
水
が
澄
ん
で
い
る
と
き
は
コ

バ
ル
ト
ブ
ル
ー
に
見
え
る
そ
う
だ
。

本
当
に
残
念
だ
っ
た
。 

ツ
ア
ー
で
は
、
必
ず
ツ
ア
ー
客
の

要
望
と
は
全
く
異
な
る
場
所
へ
、
半

ば
強
制
的
に
連
れ
て
行
か
れ
る
。 

大
理
石
工
場
の
見
学
は
、
今
思
い
返

し
て
も
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
あ
れ

は
。
と
考
え
込
ん
で
し
ま
う
。 

食
事
の
後
の
宝
石
店
見
学
、
お
茶
の

後
の
免
税
店
散
策
。
全
て
が
仕
組
ま

れ
た
罠
だ
が
、
だ
れ
も
術
中
に
は
ま

る
者
は
い
な
い
。 

大
理
石
は
タ
ロ
コ
峡
谷
で
切
り
出

し
て
業
者
が
持
ち
帰
り
、
加
工
す
る

ら
し
い
が
、
大
理
石
加
工
工
場
で

は
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
出
稼
ぎ
の

人
が
従
事
し
て
い
る
そ
う
だ
。 

何
か
、
日
本
の
外
国
人
研
修
生

と
よ
く
似
て
い
る
な
あ
っ
て
つ
く
づ
く

思
っ
た
。 

国
の
養
父
母
が
育
て
て
く
れ
た
お

か
げ
で
、
命
拾
い
を
し
ま
し
た
。

今
と
な
っ
て
、
も
う
ほ
と
ん
ど
の

養
父
母
が
生
き
て
い
な
い
。
せ
め

て
の
こ
と
と
思
い
、
皆
さ
ん
墓
参

り
ぐ
ら
い
は
し
た
い
。
だ
か
ら
、
国

に
は
あ
る
程
度
の
支
援
を
し
て
ほ

し
い
。
」 

「
孤
児
ら
の
お
墓
の
問
題
が
気
に

な
り
ま
す
。
孤
児
ら
は
お
金
が
な

い
。
日
本
で
、
墓
地
を
買
う
の
も

と
も
か
く
、
墓
石
だ
っ
て
１
０
０
万

ち
か
く
か
か
り
ま
す
。
そ
ん
な
の

到
底
払
え
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
へ

ん
も
国
に
顧
慮
し
て
ほ
し
い
。
そ

し
て
介
護
の
問
題
、
言
葉
の
問
題

解
決
で
き
る
よ
う
な
老
人
ホ
ー
ム

を
建
設
し
て
ほ
し
い
。
」 

次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

８
月
２
日
（火
）午
後
１
時
半
～ 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で

す
。 

  

貝吹 

河井 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

三垣 

中国帰国者の訴えに応えて「岡山の会」に加入しよう！ 

は
じ
め
に 

６
月
１８
日
、
岡
山
市
立
高
島

公
民
館
で
「
中
国
帰
国
者
の
尊
厳

を
回
復
す
る
岡
山
の
会
」
が
結
成

さ
れ
ま
し
た
。 

今
号
で
は
、
会
に
参
加
し
た
中

国
帰
国
者
の
訴
え
及
び
会
の
役

員
一
覧
と
規
約
の
抜
粋
を
紹
介

し
ま
す
。 

な
お
、
「
会
」
へ
の
参
加
の
お
願

い
と
「
入
会
申
込
書
」
を
同
封
い

た
し
ま
す
の
で
、
前
号
に
引
き
続

き
ぜ
ひ
多
く
の
日
中
会
員
の
み
な

さ
ん
が
「
岡
山
の
会
」に
参
加
し
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。 

 

中
国
帰
国
者
の
訴
え 

「
新
支
援
法
が
で
き
、
基
本
的
に

は
満
足
し
て
い
ま
す
が
、
配
偶
者

の
問
題
は
や
は
り
大
き
な
問
題
。

孤
児
が
死
ん
で
か
ら
、
配
偶
者
が

生
活
保
護
に
戻
っ
て
し
ま
う
。
配

偶
者
が
中
国
に
い
る
と
き
も
、
孤

児
と
結
婚
し
た
せ
い
で
、
苦
労
し

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
に

来
る
の
も
、
孤
児
に
つ
い
て
き
た
の

に
、
孤
児
が
な
く
な
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
生
活
が
で
き
な
く
な
る
の

は
お
か
し
い
。
現
に
、
高
島
の
Ｔ
さ

ん
も
そ
う
い
う
状
態
で
す
。
や
は

り
、
迅
速
に
取
り
込
ま
な
い
と
い

け
な
い
と
思
い
ま
す
。
」 

「
配
偶
者
の
問
題
、
待
つ
と
い
っ

て
も
、
限
度
が
あ
る
。
み
ん
な
も

う
７０
超
え
て
い
る
人
が
多
い
。
い

つ
ま
で
待
っ
た
ら
い
い
で
す
か
。
」 

「
孤
児
の
配
偶
者
は
中
国
に
い

た
と
き
よ
り
も
酷
い
目
に
会
っ
て

い
る
。
親
戚
も
い
な
い
，
日
本
語

も
分
か
ら
な
い
。
孤
児
が
死
亡
す

れ
ば
生
活
保
護
に
逆
戻
り
す
る
。

こ
れ
で
は
な
ぜ
日 

本
に
来
た
の

か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
孤
児
が

死
ん
で
中
国
に
帰
り
た
い
と
い
う

孤
児
の
配
偶
者
に
も
支
援
が
必

要
だ
。
墓
参
り
に
つ
い
て
は
，
日
本

国
民
が
親
孝
行
す
る
こ
と
を
な

ぜ
日
本
政
府
が
奨
励
し
な
い
の

か
。
」 

「
孤
児
の
帰
国
に
つ
い
て
で
す

が
、
何
等
か
の
支
援
ほ
し
い
。
中

役員の一覧 

会の役員は、中国帰国者３人、弁護士３人、日中岡山支部２人、日本語教室１人

の計９人です。今後は、必要に応じて追加していきたいと思っています。 

 

会 長：高見英夫（中国帰国者) 副会長：奥津 亘（弁護団)  

                          竹内和夫(日中友好協会岡山支部) 

事務局長:則武 透(弁護団)  事務局次長:小林 軍治(日中友好協会) 

大森竫宏(中国帰国者) 

会 計：    高杉久治(中国帰国者) 井上進夫 (日本語教室） 

監 査:     秋山義信（弁護士） 

規約の抜粋 

中国帰国者の尊厳を回復する岡山の会 規約 

1。名称  本会の名称は、「中国帰国者の尊厳を回復する岡山の会」という。 

2、事務所  本会は。主たる事務所を岡山合同法律事務所 に置く。 

〒700-0807 岡山市北区南方 2一 8一 25大三ビル 3階 

3、目的 

本会の目的は、次の事項とする。 

（１)中国残留邦人及びその家族の生活を支援する。 

(2)中国残留邦人が生まれた歴史と経験を次の世代に伝え、交流を深めること

で、日中両国の相互理解と友好の促進に貢献する。 

(3)中国残留邦人及びその家族の地域社会への積極的な参画を支援する。 

４、活動と事業（略） 

5。会員資格 

(１）中国帰国者(中国残留孤児。残留婦人とその家族) 

(2)日中友好協会の会員及び準会員。 

(3)「孤児」訴訟を支援した弁護団。 

(4)その他本会の目的に賛同する個人・団体。 

６、役員 ７、総会 ８、事務局 （いずれも略） 

9、会計  本会の経費は。会費と個人・団体の寄付金を以って充てる。 

（１）会費は月額 3OO円とする。 

(2)会計年度、７月１日に始まり、翌年の６月３０日とする。 

１０、付則  本会の規約の改廃は総会で行う。 

この規約は２０１１年 7月１日から実施する。 

訴える中国帰国者のみなさん達 

台台台
湾湾湾
旅旅旅
行行行
④④④ 

谷
川
浩
文 

 


